
 

 

 

 

 

★ 「必ず」儲かる方法はありません！？ 

                ･･･飯塚市消費生活センター 

（相談事例）  

① ネットで初期費用２万円支払うだけで、３ヶ月で１０００万円絶対稼げるという情報商材(注)を購入した。最

終的にクレジットで９万円支払うことになった。指示通りに作業をしたが、全く稼げない。返金申請したがで

きるとは限らないと言われた。 

② メルマガでノウハウを習得するとＦＸ取引で簡単に稼ぐことができ、大富豪になるというプロジェクトの広告

を見て、ＦＸに関する情報商材を購入した。クレジットで２５万円支払ったが業者と連絡が取れなくなった。 

(注：ここでいう情報商材とは、「○○円の収入が得られる方法」等の一般にはあまり知られていない情報を、イ 

ンターネットを通じて販売しているものを指します。) 

（処理結果） 

クレジット会社、決済代行業者、および販売店に経緯文、抗弁書などを送付し、消費生活センターが交渉を支援･

仲介した結果、全額返金となった。 

（アドバイス） 

情報商材に関する苦情が多く寄せられています。同じ相談者が複数の情報商材を購入しているケースも多く見ら

れます。「必ず」「絶対」儲かる方法はありません。このような広告がある場合は、疑ってかかりましょう。 

 

★「お得」という言葉に惑わされず、不要な契約は断りましょう！                             

･･･福岡市消費生活センター 

（相談事例） 

スマートフォン購入のために販売店へ行くと、店員から「今ならタブレットが無料」と言われた。 

無料ならと思い話を聞くと、タブレット本体は無料でも、毎月の通信料は千円程かかるとのことで断った。 

すると、スマホとタブレットを一緒に契約するとセット割でタブレットがお得に持てるし、スマホよりタブレッ

ト画面の方が大きくて使いやすいと勧められ、ついつい契約をしてしまった。 

ところが、家に帰ってよく契約書を見ると、スマホは２年契約だが、タブレットは３年契約になっていることに

気付いた。もし、２年後にスマホの契約を見直した場合、タブレットの契約だけが残り、セット割が適用されずに

料金が割高になるので、やはりタブレットはいらないとお店に伝えた。 

店からは、契約書面を交付しており、３年以内の解約の場合、解約料がかかると言われた。（５０代女性） 

 

（アドバイス） 

割引やキャンペーンなどでお得だと勧誘されても、必要がなければきっぱりと断りましょう。 

契約を検討する場合は、目先のお得感だけで判断せずに、割引料金が適用される期間や条件、解約時の注意点な

どまで、契約前にしっかりと確認しましょう。 

 

 

 
● 各消費生活センターの相談窓口 ● 
福岡県   ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可） 

北九州市  ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）   久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）  

飯塚市   ０９４８－２２－０８５７            宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可） 

大牟田市  ０９４４－４１－２６２３            行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９             

糸島市   ０９２－３３２－２０９８            筑紫野市  ０９２－９２３－１７４１ 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 


